豊前市感染防止対策給付金　申請の手引きR3.3.12　修正用

目　的



市民が安心して訪れることができ、また、働く従業員を守るために新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に取り組む事業者に対し、豊前市感染防止対策給付金を支給し、その取組みを支援します。
対象者及び要件



から⑩のすべてに該当する事業者が対象です。
　豊前市内に申請者が運営し、人の往来がある事業所や店舗を有すること。
※小売店やサービス業における購入者・利用者だけでなく、製造業や建設業、その他事業においても取引事業者、従業員等の往来があり、事業上、その事業所内において日常的に人が接する状況が生じる事業所であること。

　　対象となる中小企業者又は下記の法人等であること。
　　中小企業者・・・中小企業基本法第２条第１項に規定する会社又は個人等
　　　　　　　　（資本金又は常時使用する従業員数のどちらかが下記の基準以下の会社又は個人）　
	業種区分
	業種
	資本金
	従業員数

	その他
（～以外）
	製造業、建設業、運輸業等、下記以外のその他業種
	３億円
以下
	300人
以下

	卸売業
	各種商品卸売業、繊維・衣類等卸売業・飲料食品卸売業、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業
	１億円
以下
	100人
以下

	サービス業
	放送業、情報通信業、情報サービス業、映像情報制作・配給業、音声情報制作業、広告制作業、映像音声文字情報制作に付帯するサービス業、駐車場業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス業、サービス業（他に分類されないもの）
	5,000万円
以下
	100人
以下

	小売業
	各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、無店舗小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
	5,000万円
以下
	50人
以下


※常時使用する従業員とは・・・・個人事業者本人や家族従業員、会社役員、短期のアルバイトやパート労働者ではない従業員のことです。アルバイトやパート労働者であっても期間の定めがなく、正規社員等と同様に就労している場合は常時使用する従業員に含めます。
　　 法人等・・・・医療法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、NPO法人等

　業種別ガイドラインに従った感染防止対策を行ったうえで、福岡県感染防止宣言ステッカーを登録し、事業所及び店舗等に掲示していること。 

　無人営業・無店舗営業でないこと。

　申請日時点で事業を継続し、以降も事業を継続する意思があること。

　　個人事業者においては、確定申告書類において事業収入が確認できること。
　　　※事業収入・・・確定申告Ｂの「収入金額等」欄のうち、「事業」の項目に収入が計上されていること。

　　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第５項に規定する事業ではないこと。

　暴力団員及びその関係者でないこと。
　　・法人の役員又は団体の代表者等(以下「役員等」という。)が暴力団員である団体又は暴力団員がその経営に実質的に関与している団体でないこと。
　・役員等が自己若しくは他人に違法若しくは不当な利益を図る目的又は他人に違法若しくは不当な損害を加えるなどの目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する団体でないこと。
・役員等が資金等を提供し、又は便宜を供与するなどして暴力団の維持運営に協力し、又は関与している団体でないこと。
・暴力団の構成員でないこと。
　　・暴力団と関係を持ちながら、資金等を提供するなどして暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者又は暴力団の威力を背景として暴力的不法行為を行う者でないこと。

　政党等その他政治・宗教等の組織・団体でないこと。
⑩　「福岡県感染拡大防止協力金」の支給を受けないこと。
　給　付　額


　　
１事業者あたり１０万円（１回限り）　
市内に複数事業所（店舗）がある場合は、１事業者２０万円が上限です。
（いずれもが福岡県感染防止宣言ステッカーを店舗に掲示し、事業上、人の往来のある事業所である場合に限ります。）
申　請　方　法

　　　　
　　市の公式ホームページから申請書等をダウンロードまたは、市役所商工観光課に設置してある申請書に必要書類を添えて下記の送付先へ郵送ください。（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送で受け付けます。ご協力ください。）また、郵送しない方は市役所正面玄関前に申請書受付ＢＯＸを設置しています。

送付先　
　　　　〒828-8501　豊前市大字吉木９５５番地　豊前市役所商工観光課　あて
※封筒の宛名面に「感染防止対策給付金申請」と記載ください。


〇申請受付期間　令和３年３月１５日（月）～令和３年５月３１日（月）（当日消印有効）

※市役所正面玄関前に申請書受付ＢＯＸを設置しています
[bookmark: _GoBack]（土日祝日を除く８時半～１７時まで）
 
給　付　時　期


申請書受理後、書類審査等を行い、約２週間後を目安に振り込みを行う予定です。状況によりさらに時間を要する場合があります。
※書類審査にあたり、追加資料の提出をお願いする場合もあります。その場合は、さらに時間を要する可能性があります。
申請にあたって


※ 申請にあたっては、申請の手引きを参考にしてください。また、またホームページにも「Ｑ＆Ａ」などを掲載しています。
· 「誓約・同意事項」をご確認のうえ、申請願います。
·  郵便料金に不足がないようご注意ください（郵送料申請者負担）
·  添付書類、印鑑など提出に漏れがないようにお願いいたします。
問い合わせ先



豊前市感染防止対策給付金のお問い合わせは、申請サポート窓口をご利用ください。
　　豊前市事業者向け申請サポート窓口電話番号
０９７９ -８２ –１１１１（内線1149、1175）
（土日祝日を除く平日9時～17時まで）






	提　出　物申　請　書　類


	備　考

	豊前市感染防止対策
給付金交付申請書兼請求書

	様式第１号
	法人、個人事業者それぞれ記入例を確認のうえ、記入ください。

	
	別紙
	実施する取組みに漏れのないよう〇を記載し、その他実施するものについては、その他欄に記入ください。誓約・同意事項を確認のうえ、記名・押印ください。

	豊前市感染防止対策給付金
交付申請　確認票
	支給要件や提出書類の確認を行い、申請書と一緒に提出ください。チェック欄に忘れずにをいれてください。

	福岡県感染防止宣言ステッカーを店舗に掲示している写真
	福岡県が発行する「福岡県感染防止宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真を添付ください。申請書に記載の対象事業所それぞれの分が必要です。
（※事業所名・申請番号が記載されているものに限ります）
福岡県感染防止宣言ステッカーの申請については、福岡県のホームページを確認ください。
手引きの最終ページに、福岡県感染防止宣言ステッカーについての問い合わせ先等を掲載しています

	市内の事務所の所在地が確認できる書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	開業届、営業許可証、各種許可証、公的機関からの郵便物等の写し（公的機関が発行し、又は受付印を押印しているもので、対象事業所の所在地が記載されているもの）を添付ください。
※上記書類がない場合で、確定申告書類に記載されている場合は、確定申告書類でも可（収支内訳書又は青色申告決算書の事業所の欄に対象となる事業所の所在地が記載されているもの）。


	振込先に記載している通帳の写し
	ネットバンキングの場合は、振込口座の口座番号などの必要事項が確認できる部分を印刷したもの。


	個人
	本人確認書類の写し
	運転免許証、健康保険証（住所の記載部分も必要）、マイナンバーカード等の写し　※運転免許証の場合、裏面の写しも提出が必要です。

	
	確定申告書類の写し
	2020年分の確定申告書B（税務署受付印があるもの等、税務署に提出したことが確認できるもの）の写し
※2021年以降に創業された方は、税務署受付印が押印された開業届の写し


	法人
	商用登記簿謄本の写し
又は法人設立届での写し　
	商用登記簿謄本の写しの場合は、３か月以内に取得したもの。
法人設立届の写しの場合は、税務署の受付印が押印されたもの。



※その他、必要に応じ追加資料の提出が必要となる場合があります。

福岡県感染防止宣言ステッカーについて



　「福岡県感染防止宣言ステッカー」とは、新型コロナウイルス感染防止対策を実践している店舗・施設を示す福岡県が発行するステッカーです。業種別ガイドラインに従って感染防止対策を行っている事業所は、福岡県のホームページからステッカーの申請を行うことができます。「感染防止宣言ステッカー」を店舗等の入り口など目立つ場所に掲示することで、安心して利用できる店舗・施設であることを利用者の皆さんにお知らせすることができます。
※パソコンやスマートフォンなどをお持ちでない方、ホームページを見ることができる環境にない方は、「福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口」へお問い合わせください。お電話でのステッカーの申請は、ステッカーの受領までに７～１０日程要する見込みです。申請にあたっては、早目にお手続きください。
[image: D:\users\0307\Desktop\kansenboushisutekka.png]	　　　検　索

福岡県　感染防止宣言ステッカー


   　　 福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口
０９２ - ６４３ - ３５９９
ナビダイヤルでのお問い合わせ
０５７０ - ７８３ - ０１９
（※どちらも土日祝日除く平日　9時～18時まで）
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